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(57)【要約】
【課題】本発明は積層セラミック電子部品に関する。
【解決手段】本発明は、誘電体層を含むセラミック本体
と、上記セラミック本体内に形成された第１及び第２内
部電極層と、を含み、上記誘電体層の平均厚さをｔｄ、
上記第１又は第２内部電極層の最大厚さをｔｍａｘ、最
小厚さをｔｍｉｎとしたとき、ｔｄ≦０．６μｍ、（ｔ

ｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０．３０を満たす積層セラ
ミック電子部品を提供する。
　本発明によると、内部電極層の厚さを均一化して耐電
圧特性を向上させるとともに、信頼性に優れた大容量の
積層セラミック電子部品を実現することができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体層を含むセラミック本体と、
　前記セラミック本体内に形成された第１及び第２内部電極層と、を含み、
　前記誘電体層の平均厚さをｔｄ、前記第１又は第２内部電極層の最大厚さをｔｍａｘ、
最小厚さをｔｍｉｎとしたとき、ｔｄ≦０．６μｍ、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０
．３０を満たす積層セラミック電子部品。
【請求項２】
　前記誘電体層の平均厚さは、前記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断した長さ－
厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における誘電体層の平均厚さである請求項１に記載の積層セラミッ
ク電子部品。
【請求項３】
　前記第１又は第２内部電極層の平均厚さをｔｅとしたとき、ｔｅは０．６μｍ以下であ
る請求項１または２に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項４】
　前記第１又は第２内部電極層の平均厚さは、前記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で
切断した長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における平均厚さである請求項３に記載の積層セラ
ミック電子部品。
【請求項５】
　前記誘電体層に使用されるセラミック粉末の平均粒径をＤｄ、前記第１又は第２内部電
極層に使用されるメタルパウダーの平均粒径をＤｅとしたとき、０．８≦Ｄｅ／Ｄｄ≦１
．２を満たす請求項１から４のいずれか１項に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項６】
　前記第１又は第２内部電極層の平均厚さに対する前記誘電体層の平均厚さの比ｔｄ／ｔ

ｅは１．０≦ｔｄ／ｔｅ≦１．５である請求項３に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項７】
　複数の誘電体層が積層されたセラミック本体と、
　前記セラミック本体内に形成された複数の内部電極層と、を含み、
　前記複数の誘電体層の平均厚さをｔｄ、前記複数の内部電極層から選択されたいずれか
一層の最大厚さをｔｍａｘ、最小厚さをｔｍｉｎとしたとき、ｔｄ≦０．６μｍ、（ｔｍ

ａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０．３０を満たす積層セラミック電子部品。
【請求項８】
　前記複数の誘電体層の平均厚さは、前記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断した
長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における誘電体層の平均厚さである請求項７に記載の積層セ
ラミック電子部品。
【請求項９】
　前記複数の内部電極層から選択されたいずれか一層の平均厚さをｔｅとしたとき、ｔｅ

は０．６μｍ以下である請求項７または８に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項１０】
　前記複数の内部電極層から選択されたいずれか一層の平均厚さは、前記セラミック本体
の幅方向Ｗの中央部で切断した長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における中央部の内部電極層
の平均厚さである請求項９に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項１１】
　前記複数の誘電体層に使用されるセラミック粉末の平均粒径をＤｄ、前記複数の内部電
極層に使用されるメタルパウダーの平均粒径をＤｅとしたとき、０．８≦Ｄｅ／Ｄｄ≦１
．２を満たす請求項７から１０のいずれか１項に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項１２】
　前記複数の内部電極層から選択されたいずれか一層の平均厚さに対する前記複数の誘電
体層の平均厚さの比ｔｄ／ｔｅは１．０≦ｔｄ／ｔｅ≦１．５である請求項９に記載の積
層セラミック電子部品。
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【請求項１３】
　複数の誘電体層が積層されたセラミック本体と、
　前記セラミック本体内に形成された複数の内部電極層と、を含み、
　前記複数の誘電体層の平均厚さをｔｄ、前記複数の内部電極層の最大厚さをｔｍａｘ、
最小厚さをｔｍｉｎとしたとき、ｔｄ≦０．６μｍ、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０
．３０を満たす積層セラミック電子部品。
【請求項１４】
　前記複数の誘電体層の平均厚さは、前記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断した
長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における誘電体層の平均厚さである請求項１３に記載の積層
セラミック電子部品。
【請求項１５】
　前記複数の内部電極層の平均厚さをｔｅとしたとき、ｔｅは０．６μｍ以下である請求
項１３または１４に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項１６】
　前記複数の内部電極層の平均厚さは、前記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断し
た長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における内部電極層の平均厚さである請求項１５に記載の
積層セラミック電子部品。
【請求項１７】
　前記複数の誘電体層に使用されるセラミック粉末の平均粒径をＤｄ、前記複数の内部電
極層に使用されるメタルパウダーの平均粒径をＤｅとしたとき、０．８≦Ｄｅ／Ｄｄ≦１
．２を満たす請求項１３から１６のいずれか１項に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項１８】
　前記複数の内部電極層の平均厚さに対する前記複数の誘電体層の平均厚さの比ｔｄ／ｔ

ｅは１．０≦ｔｄ／ｔｅ≦１．５である請求項１５に記載の積層セラミック電子部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐電圧特性を向上させるとともに、信頼性に優れた大容量の積層セラミック
電子部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子製品の小型化に伴い、積層セラミック電子部品においても小型化及び大容量
化が求められている。
【０００３】
　これにより、誘電体と内部電極の薄膜化、多層化が様々な方法で試されており、最近で
は誘電体層の厚さは薄く、積層数が多い積層セラミック電子部品が製造されている。
【０００４】
　しかし、このような大容量化を図るために誘電体層の厚さと内部電極層の厚さを薄くす
ると、内部電極層の厚さが不均一になり、電極層が連続的に連結されず、部分的に途切れ
て連結性が低下する。
【０００５】
　内部電極層の厚さが不均一な場合、内部電極層の厚さの厚い部分は誘電体層において互
いに近づいて形成され、絶縁破壊電圧（ＢＤＶ）が低下するという問題があった。
【０００６】
　また、上記のような問題点により、絶縁特性が低下し積層セラミック電子部品の信頼性
が低下するという問題もあった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、耐電圧特性を向上させるとともに、信頼性に優れた大容量の積層セラ
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ミック電子部品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態は、誘電体層を含むセラミック本体と、上記セラミック本体内に形
成された第１及び第２内部電極層と、を含み、上記誘電体層の平均厚さをｔｄ、上記第１
又は第２内部電極層の最大厚さをｔｍａｘ、最小厚さをｔｍｉｎとしたとき、ｔｄ≦０．
６μｍ、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０．３０を満たす積層セラミック電子部品を提
供する。
【０００９】
　上記誘電体層の平均厚さは、上記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断した長さ－
厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における誘電体層の平均厚さであることができる。
【００１０】
　上記第１又は第２内部電極層の平均厚さをｔｅとしたとき、ｔｅは０．６０μｍ以下で
あることができる。
【００１１】
　上記第１又は第２内部電極層の平均厚さは、上記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で
切断した長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における内部電極層の平均厚さであることができる
。
【００１２】
　また、上記誘電体層に使用されるセラミック粉末の平均粒径をＤｄ、上記第１又は第２
内部電極層に使用されるメタルパウダーの平均粒径をＤｅとしたとき、０．８≦Ｄｅ／Ｄ

ｄ≦１．２を満たすことができる。
【００１３】
　上記第１又は第２内部電極層の平均厚さに対する上記誘電体層の平均厚さの比ｔｄ／ｔ

ｅは１．０≦ｔｄ／ｔｅ≦１．５であることができる。
【００１４】
　本発明の他の実施形態は、複数の誘電体層が積層されたセラミック本体と、上記セラミ
ック本体内に形成された複数の内部電極層と、を含み、上記複数の誘電体層の平均厚さを
ｔｄ、上記複数の内部電極層から選択されたいずれか一層の最大厚さをｔｍａｘ、最小厚
さをｔｍｉｎとしたとき、ｔｄ≦０．６μｍ、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０．３０
を満たす積層セラミック電子部品を提供する。
【００１５】
　上記複数の誘電体層の平均厚さは、上記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断した
長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における誘電体層の平均厚さであることができる。
【００１６】
　上記複数の内部電極層から選択されたいずれか一層の平均厚さをｔｅとしたとき、ｔｅ

は０．６μｍ以下であることができる。
【００１７】
　上記複数の内部電極層から選択されたいずれか一層の平均厚さは、上記セラミック本体
の幅方向Ｗの中央部で切断した長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における中央部の内部電極層
の平均厚さであることができる。
【００１８】
　上記複数の誘電体層に使用されるセラミック粉末の平均粒径をＤｄ、上記複数の内部電
極層に使用されるメタルパウダーの平均粒径をＤｅとしたとき、０．８≦Ｄｅ／Ｄｄ≦１
．２を満たすことができる。
【００１９】
　上記複数の内部電極層から選択されたいずれか一層の平均厚さに対する上記複数の誘電
体層の平均厚さの比ｔｄ／ｔｅは１．０≦ｔｄ／ｔｅ≦１．５であることができる。
【００２０】
　本発明の他の実施形態は、複数の誘電体層が積層されたセラミック本体と、上記セラミ
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ック本体内に形成された複数の内部電極層と、を含み、上記複数の誘電体層の平均厚さを
ｔｄ、上記複数の内部電極層の最大厚さをｔｍａｘ、最小厚さをｔｍｉｎとしたとき、ｔ

ｄ≦０．６μｍ、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０．３０を満たす積層セラミック電子
部品を提供する。
【００２１】
　上記複数の誘電体層の平均厚さは、上記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断した
長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における誘電体層の平均厚さであることができる。
【００２２】
　上記複数の内部電極層の平均厚さをｔｅとしたとき、ｔｅは０．６μｍ以下であること
ができる。
【００２３】
　上記複数の内部電極層の平均厚さは、上記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断し
た長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における内部電極層の平均厚さであることができる。
【００２４】
　上記複数の誘電体層に使用されるセラミック粉末の平均粒径をＤｄ、上記複数の内部電
極層に使用されるメタルパウダーの平均粒径をＤｅとしたとき、０．８≦Ｄｅ／Ｄｄ≦１
．２を満たすことができる。
【００２５】
　上記複数の内部電極層の平均厚さに対する上記複数の誘電体層の平均厚さの比ｔｄ／ｔ

ｅは１．０≦ｔｄ／ｔｅ≦１．５であることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によると、内部電極層の厚さを均一化して耐電圧特性を向上させるとともに、信
頼性に優れた大容量の積層セラミック電子部品を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサを概略的に示す斜視図であ
る。
【図２】図１のＢ－Ｂ'線に沿って切断した断面図である。
【図３】図２における内部電極層と誘電体層の厚さを示す拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の実施形態は、様々な他の形態に変形されることができ、本発明の範囲が以下で
説明する実施形態のみに限定されるものではない。また、本発明の実施形態は、当該技術
分野において通常の知識を有する者に本発明をより完全に説明するために提供されるもの
である。従って、図面における構成要素の形状及びサイズなどは、より明確な説明のため
に誇張することもあり、図面上において同一の符号で示される構成要素は同一の構成要素
である。
【００２９】
　以下、添付された図面を参照して本発明の好ましい実施形態を説明する。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサを概略的に示す斜視図で
ある。
【００３１】
　図２は、図１のＢ－Ｂ'線に沿って切断した断面図である。
【００３２】
　図３は、図２における内部電極層と誘電体層の厚さを示す拡大図である。
【００３３】
　図１から図３を参照すると、本発明の一実施形態による積層セラミック電子部品は、誘
電体層１を含むセラミック本体１０と、上記セラミック本体１０内に形成された第１及び
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第２内部電極層２１、２２と、を含み、上記誘電体層１の平均厚さをｔｄ、上記第１又は
第２内部電極層２１、２２の最大厚さをｔｍａｘ、最小厚さをｔｍｉｎとしたとき、ｔｄ

≦０．６μｍ、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０．３０を満たすことができる。
【００３４】
　以下、本発明の一実施形態による積層セラミック電子部品、特に積層セラミックコンデ
ンサについて説明するが、これに制限されるものではない。
【００３５】
　本発明の一実施形態によると、上記誘電体層１を形成する原料としては、十分な静電容
量を得ることができれば特に制限されず、例えば、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）粉
末であることができる。
【００３６】
　上記誘電体層１を形成する材料としては、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）等のパウ
ダーに本発明の目的に応じて様々なセラミック添加剤、有機溶剤、可塑剤、結合剤、分散
剤等を添加することができる。
【００３７】
　上記第１又は第２内部電極層２１、２２を形成する材料としては、特に制限されないが
、例えば、パラジウム（Ｐｄ）、パラジウム－銀（Ｐｄ－Ａｇ）合金のような貴金属材料
及びニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）のうち１種以上の物質からなる導電性ペーストを使用
して形成されることができる。
【００３８】
　静電容量を形成するためには、外部電極３が上記セラミック本体１０の外側に形成され
ることができ、上記第１及び第２内部電極層２１、２２と電気的に接続されることができ
る。
【００３９】
　上記外部電極３は、内部電極と同じ材質の導電性物質からなることができるが、これに
制限されず、例えば、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、ニッケル（Ｎｉ）等で形成されることが
できる。
【００４０】
　上記外部電極３は、上記材質のメタルパウダーにガラスフリットを添加して作られた導
電性ペーストを塗布した後、焼成することにより形成されることができる。
【００４１】
　図２及び図３を参照すると、本発明の一実施形態である積層セラミック電子部品は、誘
電体層１の平均厚さｔｄが０．６μｍ以下にすることができる。
【００４２】
　本発明の一実施形態において、上記誘電体層１の厚さは、上記第１及び第２内部電極層
２１、２２の間に配置される誘電体層１の平均厚さを意味することができる。
【００４３】
　上記誘電体層１の平均厚さは、図２のように、セラミック本体１０の長さ方向の断面を
走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ，Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ
）でイメージをスキャンして測定することができる。
【００４４】
　例えば、図２のように、セラミック本体１０の幅方向Ｗの中央部で切断した長さ－厚さ
方向Ｌ－Ｔの断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）でスキャンしたイメージから取り出され
た任意の誘電体層に対して、長さ方向Ｌに等間隔の３０個の地点でその厚さを測定するこ
とで平均値を測定することができる。
【００４５】
　上記等間隔の３０個の地点は、第１及び第２内部電極層２１、２２が互いに重畳される
領域を意味する容量形成部において測定されることができる。
【００４６】
　上記誘電体層１を形成するのに使用されるセラミック粉末の平均粒径は特に制限されず



(7) JP 2013-30754 A 2013.2.7

10

20

30

40

50

、本発明の目的を達成するために調節することができ、例えば、４００ｎｍ以下に調節す
ることができる。
【００４７】
　しかし、上記のように平均厚さｔｄが０．６μｍ以下の超薄膜の誘電体層１が適用され
る場合、第１及び第２内部電極層２１、２２の厚さが不均一になり、誘電体層１内で電極
間のショートが頻繁に起こるようになる。
【００４８】
　大容量化を図るために第１及び第２内部電極層２１、２２の厚さが薄くなるほど、第１
及び第２内部電極層２１、２２の厚さはさらに不均一になり、これによって上記問題が頻
繁に起こるようになる。
【００４９】
　また、第１及び第２内部電極層２１、２２の間に薄膜の誘電体層１が形成されることに
よって、第１及び第２内部電極層２１、２２の厚さの不均一は電極間の距離を縮め、絶縁
破壊電圧（ＢＤＶ）の低下をもたらす恐れがある。
【００５０】
　したがって、本発明の一実施形態によると、上記誘電体層１の平均厚さをｔｄ、上記第
１又は第２内部電極層２１、２２の最大厚さをｔｍａｘ、最小厚さをｔｍｉｎとしたとき
、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０．３０を満たすことで上記問題を解決することがで
きる。
【００５１】
　具体的には、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄの値が０．３０未満であると、内部電極層
２の厚さの不均一を最小限に抑えることができ、電極間のショートの発生を防止し、絶縁
破壊電圧（ＢＤＶ）の低下を防ぐことができる。
【００５２】
　これによって、平均厚さｔｄが０．６μｍ以下の超薄膜の誘電体層１が適用された場合
にも、耐電圧特性の向上だけでなく、信頼性に優れた大容量の積層セラミック電子部品を
実現することができる。
【００５３】
　上記第１又は第２内部電極層２１、２２の最大厚さｔｍａｘと最小厚さｔｍｉｎは、特
に制限されないが、例えば、１つの内部電極層の長さ方向Ｌに全体の厚さを測定した値か
ら決定されることができる。
【００５４】
　或いは、上記第１又は第２内部電極層２１、２２の最大厚さｔｍａｘと最小厚さｔｍｉ

ｎは、１つの内部電極層の長さ方向に等間隔の３０個の地点のうちいずれか１つの地点、
例えば、中央部の厚さを測定した値から決定されることができる。
【００５５】
　具体的には、セラミック本体１０の幅方向Ｗの中央部で切断した長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔ
の断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）でスキャンしたイメージから取り出された内部電極
層の厚さを測定することができる。
【００５６】
　上記のような方法で測定された内部電極層２の最大厚さｔｍａｘと最小厚さｔｍｉｎの
差と平均厚さｔｄが０．６μｍ以下の誘電体層１の厚さの比が０．３０未満であると、耐
電圧特性が向上するようになる。
【００５７】
　（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄの値が０．３０以上であると、内部電極層の最大厚さと
最小厚さの差が大きくなるにつれて電極間のショートが頻繁に発生し、耐電圧特性が低下
する恐れがある。
【００５８】
　一方、第１又は第２内部電極層２１、２２の最大厚さｔｍａｘと最小厚さｔｍｉｎとの
差を小さくするためには、内部電極層を形成する導電性ペーストにおけるメタルパウダー
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の粒子サイズ又は量を変更したり、添加する有機物とセラミックの量を調節したりする方
法がある。
【００５９】
　また、導電性ペーストを用いて内部電極層を成形する印刷工程で層の厚さを調節するこ
ともできる。
【００６０】
　また、焼成工程において昇温速度と焼成雰囲気を調節することで電極の最大厚さｔｍａ

ｘと最小厚さｔｍｉｎとの差を制御することができる。
【００６１】
　本発明の一実施形態によると、上記内部電極層の最大厚さｔｍａｘと最小厚さｔｍｉｎ

との差を小さくするために、内部電極層を形成する導電性ペーストに添加される有機物の
量を調節する方法を使用することができる。
【００６２】
　具体的には、上記導電性ペーストに添加される添加物としては、バインダー樹脂、無機
成分及び溶剤等があり、上記有機物は特に制限されないが、例えば、溶剤の場合、テルピ
ネオール（ｔｅｒｐｉｎｅｏｌ）であることができる。
【００６３】
　上記添加される有機物のうち溶剤の量を調節することで上記導電性ペーストの粘度を調
節することができ、低粘度の導電性ペーストを上記誘電体層１上に塗布することで上記内
部電極層の厚さの差を小さくすることができる。
【００６４】
　また、上記第１又は第２内部電極層２１、２２の平均厚さをｔｅとしたとき、ｔｅは０
．６μｍ以下であることができる。
【００６５】
　上記第１又は第２内部電極層２１、２２の平均厚さは、特に制限されないが、例えば、
上記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断した長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における
内部電極層の平均厚さであることができる。
【００６６】
　本発明の一実施形態によると、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０．３０を満たし、且
つ、ｔｅを０．６μｍ以下に調節することで耐電圧特性を向上させるとともに、信頼性に
優れた大容量の積層セラミック電子部品を実現することができる。
【００６７】
　上記第１又は第２内部電極層２１、２２の平均厚さを０．６μｍ以下に調節するために
は、特に制限されないが、例えば、内部電極層を形成する導電性ペーストにおけるメタル
パウダーの粒子サイズや量を変更したり、溶剤、バインダー樹脂の含量を調節したりする
方法がある。
【００６８】
　また、上記メタルパウダーの粒子サイズは、本発明の目的を達成するために調節するこ
とができ、特に制限されないが、０．０５μｍ～０．４μｍであることができる。
【００６９】
　一方、上記誘電体層に使用されるセラミック粉末の平均粒径をＤｄ、上記内部電極に使
用されるメタルパウダーの平均粒径をＤｅとしたとき、０．８≦Ｄｅ／Ｄｄ≦１．２を満
たすことができる。
【００７０】
　上記のように、メタルパウダーの平均粒径とセラミック粉末の平均粒径の比が０．８以
上及び１．２以下の値を有するように調節することで、薄膜の誘電体層及び内部電極層を
適用しても信頼性に優れた積層セラミック電子部品を実現できるようになる。
【００７１】
　上記範囲において、Ｄｅ／Ｄｄが０．８以下、又は１．２以上であると、内部電極に使
用されるメタルパウダーの平均粒径と、誘電体として使用されるセラミック粉末の平均粒
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径との差が非常に大きくなるため、静電容量を形成するのに問題があり、信頼性の低下を
招く恐れがある。
【００７２】
　また、上記第１又は第２内部電極層の平均厚さに対する上記誘電体層の平均厚さの比ｔ

ｄ／ｔｅは１．０≦ｔｄ／ｔｅ≦１．５であることができる。
【００７３】
　上記第１又は第２内部電極層の平均厚さに対する上記誘電体層の平均厚さの比ｔｄ／ｔ

ｅを１．０以上１．５以下に調節することで、薄膜の誘電体層及び内部電極層を適用して
も信頼性に優れた積層セラミック電子部品を実現できるようになる。
【００７４】
　上記範囲において、ｔｄ／ｔｅは、１．０未満であると、静電容量を形成のに問題があ
り、１．５を超えると、絶縁特性が低下し積層セラミック電子部品の信頼性に問題が発生
する恐れがある。
【００７５】
　一方、本発明の他の実施形態による積層セラミック電子部品は、複数の誘電体層１が積
層されたセラミック本体１０と、上記セラミック本体１０内に形成された複数の第１又は
第２内部電極層２１、２２と、を含み、上記複数の誘電体層１の平均厚さをｔｄ、上記複
数の第１又は第２内部電極層２１、２２から選択されたいずれか一層の最大厚さをｔｍａ

ｘ、最小厚さをｔｍｉｎとしたとき、ｔｄ≦０．６μｍ、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ

＜０．３０を満たすことができる。
【００７６】
　ここで、上記の実施形態による積層セラミック電子部品は、誘電体層、第１及び第２内
部電極層２１、２２がそれぞれ複数積層された以外は、上述した一実施形態による積層セ
ラミック電子部品と同様であるため重複した説明は省略する。
【００７７】
　上記複数の誘電体層１の平均厚さは、上記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断し
た長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における中央部の誘電体層の平均厚さであることができる
。
【００７８】
　また、このような平均値の測定において誘電体層１の数は制限されないが、例えば、１
０個以上の誘電体層に対して行い平均値を測定すると、誘電体層の平均厚さをさらに一般
化することができる。
【００７９】
　上記第１及び第２内部電極層２１、２２の最大厚さｔｍａｘと最小厚さｔｍｉｎは、複
数の内部電極層２と誘電体層１が交互に積層されたセラミック素体１０内のいずれか一層
の内部電極層２の測定された厚さにおける最大厚さと最小厚さを意味する。
【００８０】
　具体的には、上記内部電極層２の最大厚さと最小厚さは、一層の内部電極で測定された
ものであればその位置は、特に制限されず、例えば、上記積層された内部電極層２の中間
に位置した一層の内部電極層の全体の厚さを測定した値から決定されることができる。
【００８１】
　或いは、上記内部電極層２の最大厚さと最小厚さは、１つの内部電極層２の長さ方向に
等間隔の３０個の地点のうちいずれか１つの地点、例えば、中央部の厚さを測定した値か
ら決定されることができる。
【００８２】
　上記複数の内部電極層２から選択されたいずれか一層の平均厚さをｔｅとしたとき、ｔ

ｅは０．６μｍ以下であることができる。
【００８３】
　上記複数の内部電極層２から選択されたいずれか一層の平均厚さは、特に制限されない
が、例えば、上記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断した長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの
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断面における中央部の内部電極層の平均厚さであることができる。
【００８４】
　上記複数の内部電極層から選択されたいずれか一層の平均厚さに対する上記複数の誘電
体層の平均厚さの比ｔｄ／ｔｅは１．０≦ｔｄ／ｔｅ≦１．５であることができる。
【００８５】
　本発明の他の実施形態による積層セラミック電子部品は、複数の誘電体層１が積層され
たセラミック本体１０と、上記セラミック本体１０内に形成された複数の第１及び第２内
部電極層２１、２２と、を含み、上記複数の誘電体層１の平均厚さをｔｄ、上記複数の第
１及び第２内部電極層２１、２２の最大厚さをｔｍａｘ、最小厚さをｔｍｉｎとしたとき
、ｔｄ≦０．６μｍ、（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／ｔｄ＜０．３０を満たす積層セラミック
電子部品を提供する。
【００８６】
　上記の実施形態による積層セラミック電子部品は、誘電体層１、第１及び第２内部電極
層２１、２２がそれぞれ複数積層された以外は、上述した一実施形態による積層セラミッ
ク電子部品と同様であるため、ここで重複した説明は省略する。
【００８７】
　上記複数の第１及び第２内部電極層２１、２２の最大厚さｔｍａｘは複数の内部電極層
の最大厚さを測定した値の平均と定義し、上記複数の第１及び第２内部電極層２１、２２
の最小厚さｔｍｉｎは複数の内部電極層の最小厚さを測定した値の平均と定義することが
できる。
【００８８】
　また、上記内部電極層が複数であればその数は特に制限はないが、例えば、内部電極層
の厚さの最大値と最小値は、中間に位置した一層の内部電極層を基準として隣接する１以
上の層をさらに含んで測定された最大値と最小値のそれぞれの平均値と定義することがで
きる。
【００８９】
　さらに、上記複数の内部電極層全体に対して測定された最大厚さｔｍａｘと最小厚さｔ

ｍｉｎの平均値と定義されることができる。
【００９０】
　上記複数の内部電極層の最大厚さｔｍａｘと最小厚さｔｍｉｎを測定するための各内部
電極層の位置は、特に制限されないが、例えば、各内部電極層の全体の厚さを測定した値
から決定されることができる。
【００９１】
　また、各内部電極層の長さ方向に等間隔の３０個の地点のうちいずれか１つの地点、例
えば、中央部の厚さを測定した値から決定されることができる。
【００９２】
　上記複数の誘電体層１の平均厚さは、上記セラミック本体１０の幅方向Ｗの中央部で切
断した長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における誘電体層１の平均厚さであることができる。
【００９３】
　上記複数の第１及び第２内部電極層２１、２２の平均厚さをｔｅとしたとき、ｔｅは０
．６μｍ以下であることができる。
【００９４】
　上記複数の内部電極層の平均厚さは、上記セラミック本体の幅方向Ｗの中央部で切断し
た長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における内部電極層の平均厚さであることができる。
【００９５】
　上記内部電極層が複数であればその数は特に制限はないが、例えば、内部電極層の厚さ
の最大値と最小値は、中間に位置した一層の内部電極層を基準として隣接する１以上の層
をさらに含んで測定された厚さの平均値と定義することができる。
【００９６】
　また、複数の内部電極層の平均厚さの測定位置は、特に制限されず、内部電極層の長さ
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方向に等間隔の３０個の地点のうちいずれか１つの地点、例えば、中央部の厚さを測定し
た値から決定されることができる。
【００９７】
　上記誘電体層に使用されるセラミック粉末の平均粒径をＤｄ、上記内部電極に使用され
る金属粉末の平均粒径をＤｅとしたとき、０．８≦Ｄｅ／Ｄｄ≦１．２を満たすことがで
きる。
【００９８】
　上記複数の内部電極層の平均厚さに対する上記複数の誘電体層の平均厚さの比ｔｄ／ｔ

ｅは１．０≦ｔｄ／ｔｅ≦１．５であることができる。
【００９９】
　以下、実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明が実施例によって限定さ
れるものではない。
【０１００】
　本実施例は、０．６μｍ以下の平均厚さを有する誘電体層を適用した積層セラミックコ
ンデンサに対し、内部電極層の平均厚さ及び内部電極層の最大厚さと最小厚さの差による
信頼性の向上度合いを試すために行われた。
【０１０１】
　本実施例による積層セラミックコンデンサの製造段階は以下の通りである。
【０１０２】
　先ず、平均粒径が０．１μｍのチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）等のパウダーを含ん
で形成されたスラリーをキャリアフィルム（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｉｌｍ）上に塗布及び乾
燥して１μｍ及び０．９μｍの厚さで製造された複数のセラミックグリーンシートを準備
して誘電体層１を形成する。
【０１０３】
　次いで、ニッケル粒子の平均粒径が０．０８μｍ～０．１２μｍである内部電極用導電
性ペーストを準備した。
【０１０４】
　上記グリーンシート上に上記内部電極用導電性ペーストをスクリーン印刷工法で塗布し
て内部電極を形成した後、１９０層～２５０層を積層して積層体を製造した。
【０１０５】
　その後、圧着、切断して０６０３規格サイズのチップを製造し、上記チップをＨ２　０
．１％以下の還元雰囲気下、温度１０５０℃～１２００℃で焼成した。
【０１０６】
　次いで、外部電極、めっき等の工程を経て積層セラミックコンデンサとして製作した。
【０１０７】
　上記積層セラミックコンデンサの試料は誘電体層１の平均厚さによって多様に製作され
、それぞれの積層セラミックコンデンサの断面を観察したところ、内部電極の平均厚さは
０．４５μｍ～０．６０μｍ水準であり、誘電体層の平均厚さは０．５５μｍ～０．６５
μｍであった。
【０１０８】
　誘電体層の平均厚さ、内部電極層の平均厚さ、内部電極層の最大厚さと最小厚さは、積
層セラミックコンデンサの幅方向Ｗの中央部で切断した長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面を走
査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）でスキャンしたイメージから抽出して測定した。
【０１０９】
　誘電体層の平均厚さは上記長さ－厚さ方向Ｌ－Ｔの断面における中央部の１０個の誘電
体層に対して測定され、測定位置は長さ方向に等間隔の３０個の地点のうち中央部で測定
された。
【０１１０】
　また、内部電極層の平均厚さ、最大厚さと最小厚さの測定も、上記と同様に長さ－厚さ
方向Ｌ－Ｔの断面における中央部の１０個の内部電極層に対し、長さ方向に等間隔の３０
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個の地点のうち中央部で測定された。
【０１１１】
　下記の表１は、誘電体層の平均厚さ、内部電極層の平均厚さ、内部電極層の最大厚さと
最小厚さ、上記内部電極層の最大厚さと最小厚さの差と誘電体層の厚さとの比による加速
寿命、破壊電圧（Ｂｒｅａｋｄｏｗｎ　Ｖｏｌｔａｇｅ，ＢＤＶ）及び信頼性を比較した
表である。
【０１１２】
【表１】

【０１１３】
　上記の表１を参照すると、試料１～３は、誘電体層の平均厚さが０．６μｍ以下の場合
であって、内部電極層の最大厚さと最小厚さの差と誘電体層の厚さとの比（ｔｍａｘ－ｔ

ｍｉｎ）／ｔｄが本発明の数値範囲を超えると、高温加速寿命及び信頼性試験で問題が生
じ得ることが分かる。
【０１１４】
　これに対し、試料４～６は、誘電体層の平均厚さが０．６μｍを超える場合であって、
内部電極層の最大厚さと最小厚さの差と誘電体層の厚さとの比（ｔｍａｘ－ｔｍｉｎ）／
ｔｄが本発明の数値範囲を超えても高温加速寿命試験で良好な結果が得られた。
【０１１５】
　つまり、後述するように、本発明の一実施形態による積層セラミック電子部品は、誘電
体層１の焼成後の平均厚さｔｄが０．６μｍ以下であるときに高温加速寿命及び信頼性の
向上に効果的であることが分かった。
【０１１６】
　下記の表２は、誘電体層の平均厚さが０．６μｍ以下である場合。内部電極層の平均厚
さ、内部電極層の最大厚さと最小厚さ、上記内部電極層の最大厚さと最小厚さの差と誘電
体層の平均厚さとの比による加速寿命、破壊電圧（ＢＤＶ）及び信頼性を比較した表であ
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【０１１８】
　表２において絶縁破壊電圧（ＢＤＶ）特性は１０Ｖ／ｓｅｃの速度でＤＣ電圧を印加し
ながら評価し、高温加速試験ＮＧ率は各試料当たり２００個のサンプルに対して、１３５
℃で９．４５ＶのＤＣ電圧を印加し、４８時間以内に絶縁抵抗が１０４　Ω以下に低下し
たサンプル数を百分率で表示したものである。
【０１１９】
　上記の表２から分かるように、上記内部電極層の最大厚さと最小厚さの差と誘電体層の
厚さとの比が０．３０未満であると、加速寿命が増加し、耐電圧特性が向上し信頼性も向
上する。
【０１２０】
　本発明は上述した実施形態及び添付された図面により限定されるものではなく、添付さ
れた請求範囲により限定される。従って、請求範囲に記載された本発明の技術的思想を外
れない範囲内で多様な形態の置換、変形及び変更が可能であるということは当技術分野の
通常の知識を有した者に自明であり、これも請求範囲に記載された技術的事項に属する。
【符号の説明】
【０１２１】
　１：誘電体層
　２１、２２：第１及び第２内部電極層
　３：外部電極
　１０：セラミック素体
　ｔｄ：誘電体層の厚さ
　ｔｅ：内部電極層の厚さ



(16) JP 2013-30754 A 2013.2.7

【図１】

【図２】

【図３】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

